
重要事項説明書(1) 

        居宅介護支援重要事項説明書 

                        （令和 6 年 4 月 1 日現在） 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

    電話   ８０７－５１３５ （８：３０～１７：３０） 

    担当      奈良  忠司     浦谷  洋輝     細川 和哉     渡邊 由果 

         ＊ ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２ 居宅介護支援事業所の概要 

 事 業 所 名   はるにれ居宅介護支援事業所 

 所  在  地   江別市大麻北町６０７番地２ 

 介護保険指定番号  ０１０６１０９０１０５ 

 サービスを提供する地域  江別市  江別太、王子、角山、篠津、豊幌地区、中島、西野

幌、美原、もえぎ野、東野幌（道央自動車道より南

に位置する地区）を除く全域 

札幌市厚別区   青葉町・もみじ台・厚別東・厚別北・厚別南・厚別

町小野幌・下野幌テクノパーク全域、厚別西1条2～

5丁目、厚別西2～3条2～6丁目、厚別西4～5条3～6

丁目、厚別中央1条2～7丁目、厚別中央2～5条2～6

丁目 

     ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

３ 営業日･営業時間 

  

  

   月 ～ 土      午前８時３０分～午後５時３０分 

             日・祭日および１２月３０日～１月３日を除く 

※ 但し、上記の他、電話などにより２４時間連絡対応可能です。       

 

４ 職員の勤務体制 

管    理    者  １名  （常勤・主任介護支援専門員兼務） 

介 護 支 援 専 門 員  ３名  （常勤） 

 

５ 介護支援専門員１人当たりの標準担当件数 

  介護支援専門委員１人当たりの標準担当件数は４４人とします。 
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６ 利用料金 

（１）利用料 

   要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

  ＊保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、１ヶ月につき下記の

金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。 

   このサービス提供証明書を後日保険者である市町村の窓口に提出しますと、全額払戻を受け

られます。 

    （要介護１・２） 10,860円    （要介護３～５）  14,110円 

 ※ 加算について 

Ａ.初回加算           3,000円        Ｂ.特定事業所加算Ⅱ      4,210円 

    Ｃ.中山間地域等提供加算 所定単位の5％    Ｄ.入院時情報連携加算Ⅰ  2,500円 

        Ｅ.入院時情報連携加算Ⅱ  2,000円      Ｆ.退院・退所加算Ⅰイ    4,500円 

    Ｇ.退院・退所加算Ⅰロ    6,000円     Ｈ.退院・退所加算Ⅱイ    6,000円 

    Ｉ.退院・退所加算Ⅰロ    7,500円     Ｊ.退院・退所加算Ⅲ    9,000円 

Ｋ.通院時情報連携加算     500円    

Ｌ.緊急時等居宅カンファレンス加算          2,000円 

        Ｍ.ターミナルケアマネジメント加算     4,000円 

 Ａ.初回加算  

①新規に居宅サービス計画を作成した場合 

   ②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

   ③要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 Ｂ.特定事業所加算Ⅱ 

   ①常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること 

②常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置していること 

③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会

議を定期的に開催すること 

④２４時間連絡体制を確保し、必要に応じ相談等に対応する体制を確保していること 

⑤介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること 

⑥地域包括支援センターから支援が困難な事例が紹介された場合においても、当該支援が困

難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること 

⑦家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高

齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加しているこ

と 

⑧特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 
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⑨介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が４５名未満（ケアプランデータ連携シス

テムの活用及び事務職員の配置をしている場合は５０件未満）であること 

⑩介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する学習」等に協力又

は協力体制を確保すること 

⑪他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修等を実施していること 

⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービス（インフォーマルサービス含む） 

が包括的に提供されるようなケアプランを作成すること 

Ｃ.中山間地域等提供加算 

通常の実施地域を越えて行った場合 

Ｄ.入院時情報連携加算Ⅰ 

病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行

った場合 

Ｅ.入院時情報連携加算Ⅱ 

病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情

報提供を行った場合 

Ｆ.退院・退所加算Ⅰイ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外

の方法により１回受けていること 

Ｇ.退院・退所加算Ⅰロ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスによ

り１回受けていること 

Ｈ.退院・退所加算Ⅱイ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外

の方法により２回受けていること 

Ｉ.退院・退所加算Ⅱロ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を２回受けており、う

ち１回はカンファレンスによること 

Ｊ.退院・退所加算Ⅲ 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を３回以上受けており、

うち１回はカンファレンスによること 

Ｋ.通院時情報連携加算 

  医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身状況や生活環

境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サ

ービス計画に記録した場合 
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Ｌ.緊急時等居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファ

レンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

Ｍ.ターミナルケアマネジメント加算 
在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に２日以上居宅を訪問し心身状況

を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合 
（２）交通費 

   前記２のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

   それ以外の地域の方は、職員が訪問するための交通費の実費が必要です。 

   （ⅰ）事業所から、片道おおむね 2㎞未満  200円 

   （ⅱ）事業所から、片道おおむね 2㎞以上  400円 

     （この場合の交通費も実費の範囲内で設定いたします） 

（３）解約料 

   お客さまはいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

      ただし訪問等による交通費の実費を負担していただく場合があります。 

（４）支払方法 

   料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますの

で、２５日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。     

お支い方法は、銀行振込、現金集金、口座自動引き落としの中から選択していただきます。 

 

７ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

      まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 

   契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

    ①お客様のご都合でサービスを終了する場合 

      お申し出くだされば、いつでも解約できます。なおこの場合、事業者は利用者に対し文書に

よる通知を求めることが出来ます。 

    ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

      人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事

業者をご紹介いたします。 

  ③自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

      ａ）お客様が介護保険施設に入所した場合、若しくは入院が長期間にわたる場合。 
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      ｂ）お客様が要介護認定を受けることが出来なかった場合 

   ｃ）お客様がお亡くなりになった場合 

④その他 

      お客様やご家族などが当事業所や介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信

行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場

合がございます。 

 

８ 業務継続計画の策定 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業所の提供

を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施するよう努めます。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

９ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう 努め

ます。  

①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1

回以上開催します。 その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。  

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

１０ 虐待の防止  

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めま

す。  

①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。  

②事業所における虐待防止のための指針を整備します。  

③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。  

④虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

 虐待防止に関する担当者  管理者 奈良 忠司 
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１１ 身体拘束等の原則禁止  

①利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束を行わないものとする。  

②身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録するものとする。 

 

１２ サービス内容に関する苦情 

 ①当事業所お客さま相談・苦情担当 

  ご利用者様又はその後家族からの苦情に対しての受付担当窓口を置き、対応を行います。 

  介護支援専門員が直接苦情を受けた場合には管理者へ報告し、必要に応じ苦情対応委員会へ 

  の上申を行うなど、速やかに対策を講じます。 

  対応の経過及び結果については、管理者若しくは介護支援専門員により関係者へ説明、報告 

  を行うと共に、記録として保管します。 

  担当  奈良  忠司     浦谷  洋輝     細川 和哉     渡邊 由果 

      電話 ０１１－８０７－５１３５ 

 ②その他 

  当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口、北海道国民健康保険連合会等に苦情を伝えると       

  ができます。 

   江別市介護保険課    電話 ０１１－３８１－１０６７（直通） 

      北海道国民健康保険団体連合会  総務部介護保険課企画・苦情係  

電話 ０１１－２３１－５１６１（代） 内線６１１１ 

 

１３ 事故発生時の対応について 

 （１）サービス提供中に事故が発生した場合は、ご利用者様に対し応急処置、医療機関への搬送

等の措置を講じ、速やかに利用者様がお住まいの市町村、ご家族へ連絡を行います。 

  また、事故の状況や経過について記録すると共に、原因解明と再発を防ぐ為の対策を講じます。 

 （２）事業者はサービスの提供にともなって、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命･ 

  身体･財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

 第三者評価の実施なし 

 

 

 

 



重要事項説明書(7) 

１５ 当法人の概要 

 名称・法人種別    医療法人 はるにれ 

 代表者役職・氏名      理事長 小川 孝 

 所在地・電話番号      江別市大麻北町６０７番地２          ０１１－３８６－２１２０ 

定款の目的に定めた事業     １  北町クリニック 

                              ２  介護老人保健施設 

                              ３  短期入所療養介護事業 

                              ４  通所リハビリテーション事業 

                              ５  介護付有料老人ホーム 

               ６ 居宅介護支援事業 
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 はるにれ居宅介護支援事業所 

重 要 事 項 同 意 書 
  

 はるにれ居宅介護支援事業所を利用にあたり、重要事項説明書についての説明を受け、十

分内容を理解した上で同意します。 

 なお、この契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通

ずつ保有するものとします。 

  

               令和  年  月  日 

 

              《事業者》 

                ［住 所］  江別市大麻北町６０７番地２ 

                ［事業者］ 医療法人はるにれ                

はるにれ居宅介護支援事業所 

                      （指定事業所番号０１６１０９０１０５）          

［代表者］ 理事長 小 川  孝    印                        

                ［説明者］ 

 

                                   介護支援専門員               印 

 

              《利用者》 

               ［住 所］                     

                 

［氏 名］                   印 

 

《家族》 

  利用者本人に代わって署名いたしました。 

 

               ［住 所］                     

 

                 ［氏 名］                    印 

 

                  〔続柄、関係〕         

 


